
福 

祉

◆
◆
◆

二
川(
河
南)

地
区
担
当
の

民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
代
わ
り
ま
し
た

●
二
川
（
河
南
）
地
区
担
当
の
民
生
委
員
・

児
童
委
員
が
、
浦
西 

兼
子
さ
ん
に
代

わ
り
ま
し
た
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
必
要
な
支

援
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
行
政
を
は
じ
め

と
し
た
地
域
の
専
門
機
関
へ
と
つ
な
ぐ
、

パ
イ
プ
役
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
地
域
の
見
守
り
役
と
し
て
、
定
期
的

な
訪
問
や
児
童
の
登
下
校
時
の
見
守
り
活

動
な
ど
を
行
い
、高
齢
者
や
障
害
者
世
帯
、

子
ど
も
た
ち
の
安
心
安
全
の
確
保
に
尽
力

し
て
い
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
は
、
法
律
に

基
づ
く
守
秘
義
務
が
あ
り
、
相
談
内
容
の

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。
安
心
し
て
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

～
支
え
合
う 

住
み
よ
い
社
会 

地
域
か
ら
～

問

や
す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金
屋
庁
舎
）

有
田
川
町
重
度
心
身
障
害
者
（
児
）

福
祉
手
当
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か

在
宅
で
、
身
体
・
知
的
も
し
く
は
精
神

に
重
度
の
障
害
が
あ
る
方
に
対
し
、
福
祉

向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
支
給
す

る
手
当
で
す
。
こ
の
手
当
の
支
給
対
象
に

な
る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
11
月
上
旬
に

お
知
ら
せ
を
送
付
し
て
い
る
の
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
ま
だ
申
請
書
を
提
出
さ
れ
て

い
な
い
方
は
、必
要
事
項
を
ご
確
認
の
上
、

ご
提
出
く
だ
さ
い
。

問

や
す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金
屋
庁
舎
）

事
業
者

◆
◆
◆

令
和
4
・
5
年
度

入
札
参
加
資
格
登
録
の
受
け
付
け
開
始

令
和
4
・
5
年
度
（
2
0
2
2・2
0
2
3

年
度
）
の
2
年
間
有
効
と
な
る
有
田
川
町
入

札
参
加
資
格
登
録
申
請
の
受
け
付
け
を
行
い

ま
す
。
登
録
を
希
望
す
る
方
は
、
申
請
要
領

に
従
って
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、現
在
登
録
中
の
場
合
も
、令
和

4
年（
2
0
2
2
年
）3
月
ま
で
が
有
効

期
間
と
な
り
ま
す
。引
き
続
き
登
録
を
希

望
さ
れ
る
場
合
は
、申
請
が
必
要
で
す
。

●
提
出
期
間
／
令
和
4
年
（
2
0
2
2

年
）1
月
4
日（
火
）～
2
月
28
日（
月
）

※
役
場
開
庁
日
時
に
伴
う　

※
郵
送
可

※
期
間
後
も
随
時
受
け
付
け
ま
す
が
、
期

間
内
に
提
出
い
た
だ
い
た
方
を
優
先
す

る
た
め
、
登
録
が
完
了
す
る
ま
で
日
数

を
要
し
ま
す
。

●
提
出
先
／
財
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

●
申
請
書
類
／
財
務
課
お
よ
び
清
水
行
政

局
総
務
政
策
室
で
配
布
し
ま
す
。ま
た
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

●
有
効
期
間
／
令
和
4
年
（
2
0
2
2

年
）4
月
1
日
～
令
和
6
年（
2
0
2
4

年
）
3
月
31
日

問

財
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

令
和
4
・
5
年
度
　
小
規
模
修
繕
等

参
加
資
格
登
録
の
受
け
付
け
開
始

有
田
川
町
が
発
注
す
る
少
額
で
簡
易
な

工
事
や
修
繕
な
ど
を
対
象
と
す
る
有
田
川
町

小
規
模
修
繕
等
参
加
登
録
申
請
の
受
け
付
け

を
行
い
ま
す
。
登
録
を
希
望
す
る
方
は
、
申

請
要
領
に
従
っ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

現
在
登
録
中
の
場
合
も
、令
和
4
年

（
2
0
2
2
年
）3
月
ま
で
が
有
効
期
間

と
な
り
ま
す
。引
き
続
き
登
録
を
希
望
さ

れ
る
場
合
は
、申
請
が
必
要
で
す
。

な
お
、
有
田
川
町
入
札
参
加
資
格
登
録

申
請
要
領
（
建
設
工
事
）
に
基
づ
く
登
録

を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

●
提
出
期
間
／
随
時

※
役
場
開
庁
日
時
に
伴
う　

※
郵
送
可

●
提
出
先
／
財
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

●
申
請
書
類
／
財
務
課
お
よ
び
清
水
行
政

局
総
務
政
策
室
で
配
布
し
ま
す
。
ま
た

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

●
有
効
期
間
／
令
和
4
年
（
2
0
2
2

年
）4
月
1
日
～
令
和
6
年（
2
0
2
4

年
）
3
月
31
日

問

財
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

お知らせお知らせ

423 広報ありだがわ　2021.12


